
                        豊川市環境部清掃事業課 

                        第２４号 令和２年１月 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可燃ごみ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 

令和元 年度 3,315ｔ 3,533ｔ 2,922ｔ 3,478ｔ 3,226ｔ 3,018ｔ 3,165ｔ 2,942ｔ 

平成 30年度 3,205ｔ 3,469ｔ 3,057ｔ 3,348ｔ 3,161ｔ 2,877ｔ 3,462ｔ 3,019ｔ 

前年度比 +110ｔ +64ｔ -135ｔ +130ｔ +65ｔ +141ｔ -297ｔ -77ｔ 

家庭系ごみ収集量速報値 

 ごみの減量で経費節減にご協力を！ 
家庭ごみのうち可燃ごみの月別収集量は次のとおりでした。 

◇食品などの固形物は可燃ごみで出してください。 

◇ペンキや油(※)、化粧品等の液体は市では処分できません。 

市販の固形に固める薬剤を使うか、布や紙等に染み込ま 

せて可燃ごみに出してください。 

 

ビン・カンの容器は洗って資源に出してください。 

（化粧品のビンは不燃ごみ） 

ただし、洗っても汚れが落ちない場合は不燃ごみに出し 

てください。 

(※)家庭から出た植物性の廃食用油は、毎月第 2・4 日曜日の拠点回収（市役所東側倉庫）

で回収しています。 

中身の入ったビン・カン等の容器は中身を出して捨ててください 

お問い合わせ 豊川市産業環境部清掃事業課 〒442-8601 豊川市諏訪１－１ 電話 89-2166 

HP https://www.city.toyokawa.lg.jp/ 

中身が入ったままだと、資源にできる容器でも、資源に 

できなくなります。中はからにして出すようにしましょう。 

https://www.city.toyokawa.lg.jp/

